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z2000003 全省庁
国・地方自治体向け金銭債権の証券化

に係る債権譲渡禁止特約の解除

民法              第

４６６条第２項

契約当事者が反対の意思表示した

場合には債権譲渡を行うことができ

ない（民法第４６６条第２項）。

ｄ

内閣府本府においても、経済産業

省等の一部の国の機関と同様、債

権譲渡禁止特約の部分的な解除を

行っているところであり、現行制度

下で対応可能である。

①要望者から下記のとおり意見が提出

されていることを踏まえ、譲渡禁止特約

の解除の対象となる契約及び譲渡対象

者（特別目的会社、特定債権等譲受業

者等を含む）の更なる拡大の可否につ

いて、その理由も含めて、回答いただき

たい。

②　①の検討を踏まえ、平成17年度まで

に措置することの可否について、その理

由も含めて、回答いただきたい。

(要望者再意見）

「資産流動化のため、早急に債権譲渡

禁止特約の解除の対象となる契約（リー

ス契約等）及び譲渡対象者の拡大（特別

目的会社、特定債権等譲受業者等）を

望む（なお、経済産業省においては本年

7月から譲渡対象者の拡大が行われて

いる）。また、各省庁によって対応が異

なっており（措置済み、検討中、対応可、

対応不可）、前述の要望が実現される形

での統一的な対応が望まれる。なお、一

部の省庁の回答では｢売掛債権担保融

資制度｣を利用する場合における譲渡

禁止特約の解除を行ったことをもって、

本要望に対する回答を｢現行法制で対

応可」等との回答があるが、前述の要望

趣旨を踏まえ、再度の回答が望まれ

る。」

ｄ

内閣府本府においても、経済産業

省等の一部の国の機関と同様、債

権譲渡禁止特約の部分的な解除を

行っているところであり、今後にお

いても、必要な検討を行った上で適

宜拡大を図ることとしていることか

ら、現行制度下で対応可能である。

（特別目的会社、特定債権等譲受

業者等への拡大については本年度

中に実施予定）

z2000004

内閣府、総務省、

財務省、文部科学

省、厚生労働省、

農林水産省、経済

産業省、国土交通

省、環境省

外為法に基づく「外国投資家」規制の適

用除外

外国為替及び外

国貿易法第26条

第1項（外国投資

家の定義）、第27

条（事前届出）、第

55条の5（事後報

告）

外国為替及び外国貿易法において

内閣府本府は当該所管ではない。
ｆ ― ―

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 1/8
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z2000003 全省庁

国・地方自治体向け金銭債権の証

券化に係る債権譲渡禁止特約の解

除

5039 5E+07 11 社団法人 リース事業協会 22
国・地方自治体向け金銭債権の証券化

に係る債権譲渡禁止特約の解除

経済産業省などの一部の国の機関にお

いては、債権譲渡禁止特約の解除が行

われているが、すべての国の機関及び

地方自治体においても速やかに債権譲

渡禁止特約を解除すること。

企業の資金調達の円滑化が図られる。
債権譲渡禁止特約が資産流動化の適

格要件の障害となっている。

z2000004

内閣府、総務

省、財務省、文

部科学省、厚生

労働省、農林水

産省、経済産業

省、国土交通

省、環境省

外為法に基づく「外国投資家」規制

の適用除外
5039 5E+07 11 社団法人 リース事業協会 32

外為法に基づく「外国投資家」規制の適

用除外

「外国投資家」の定義のうち、「非居住

者である個人」または「外国法令に基づ

いて設立された法人その他の団体また

は外国に主たる事務所を有する法人そ

の他の団体」により直接または間接に保

有される議決権の合計が50％以上を占

める法人に関し、株式公開企業で極めて

多数の外国機関投資家が株式市場で

株式を取得したことによって、その保有

比率合計が50％以上となってしまったよ

うな場合には、実質的に外国人が事業

を支配している場合に当たらないもの

で、何らかの適用除外を検討いただきた

い。例えば、上場会社の場合、株主１名

の議決権比率が20％未満である場合な

どは、当該法の規制の趣旨の範囲外で

あり、適用除外とする措置等を検討いた

だきたい。

適正かつ自由な経済活動の実施

本来この規制は、外国人による日本企

業への経営支配を管理するのが目的で

ある。その法の趣旨に鑑みれば、実質

的に外国人が支配している場合に当た

らないケースでこの規制を適用する必要

性はないものと考えられる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 2/8
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z2000004

内閣府、総務省、

財務省、文部科学

省、厚生労働省、

農林水産省、経済

産業省、国土交通

省、環境省

外為法に基づく「外国投資家」規制の適

用除外

外国為替及び外

国貿易法第26条

第1項（外国投資

家の定義）、第27

条（事前届出）、第

55条の5（事後報

告）

外国為替及び外国貿易法において

内閣府本府は当該所管ではない。
ｆ ― ―

z2000001 内閣府
警戒宣言発令時の警戒本部の置換えに

ついて

大規模地震対策

特別措置法第１６

条

災害対策基本法

第２３条第１項

　大規模地震対策特別措置法に基

づき、警戒宣言時の地震防災応急

対策等の実施主体として「市町村

警戒本部」が設置され、災害対策

基本法に基づき、主に災害発生後

の災害応急対策等の実施主体とし

て災害対策本部が設置される。

e I

　　大規模地震対策特別措置法に

基づく市町村警戒本部は、地震予

知情報の伝達や地震発生に備えた

体制整備等、警戒宣言時（発災前）

の市町村地域に係る地震防災応急

対策等を実施する。（大規模地震

対策特別措置法第１８条第２項）

　一方、災害対策基本法に基づく災

害対策本部は、被災者の救難・救

助等、主として災害発生後の災害

応急対策等を実施する。（災害対

策基本法第２３条第４項）

　このように、両本部の事務は異

なっており、地震発生前の警戒宣

言時においては警戒本部という体

制により対応することが適当であ

る。

ー

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 3/8
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z2000004

内閣府、総務

省、財務省、文

部科学省、厚生

労働省、農林水

産省、経済産業

省、国土交通

省、環境省

外為法に基づく「外国投資家」規制

の適用除外
5040 5E+07 11 オリックス 27

外為法に基づく「外国投資家」規制の適

用除外

「外国投資家」の定義のうち、「非居住

者である個人」または「外国法令に基づ

いて設立された法人その他の団体また

は外国に主たる事務所を有する法人そ

の他の団体」により直接または間接に保

有される議決権の合計が50％以上を占

める法人に関し、株式公開企業で極めて

多数の外国機関投資家が株式市場で

株式を取得したことによって、その保有

比率合計が50％以上となってしまったよ

うな場合には、何らかの適用除外を検討

いただきたい。例えば、上場会社の場

合、株主１名の議決権比率が20％未満

である場合などは、当該法の規制の趣

旨の範囲外であり、適用除外とする措置

等を検討いただきたい。

適正かつ自由な経済活動の実施

株式公開企業で極めて多数の外国機関

投資家が株式市場で株式を取得したこ

とによって、その保有比率合計が50％

以上となってしまったような場合に、外国

為替及び外国貿易法第27条の事前届

出および第55条の5の事後報告を義務

付けるのは過剰ではないかと思われ

る。

z2000001 内閣府
警戒宣言発令時の警戒本部の置

換えについて
5012 5E+07 11 高浜市 2

警戒宣言発令時の警戒本部の置換えに

ついて

　大規模地震対策特別措置法に基づ

き、第３条に基づき地震防災対策強化

地域に指定された市町村は、同第１６条

により警戒宣言が発令されたときは、

「市町村地震災害警戒本部」を設置する

ものとされています。また、災害対策基

本法第２３条に基づき災害が発生し、又

は災害が発生するおそれがある場合に

おいて市町村地域防災計画の定めによ

り、「災害対策本部」を設置することがで

きるとされています。警戒宣言が発令さ

れたら警戒本部を設置し、地震がおきた

ら災害対策本部が設置され警戒本部は

廃止されます。災害対策本部と地震防

災警戒本部の名前が代わるだけで行う

事務や構成メンバーについてはほとんど

同じです。そこで、警戒宣言を発令され

た時点で「市町村地震災害警戒本部」

の代わりに、「災害対策本部」を設置す

ることにより「市町村地震災害警戒本

部」を設置したこととすることができる措

置を要望します。

　いつ発表されるか分からない警戒宣

言に対する「市町村地震災害警戒本部」

を突然設置するには普段の訓練等がか

なり必要となりますが、台風、大雨等の

災害時に設置する「災害対策本部」を警

戒宣言時に設置すれば迅速に対応でき

市民の被害を最小限に抑えることがで

きます。今まで計画上だけで防災の体

制をとっていたのがより実践的に対応で

きるようになり、地震災害に迅速に対応

できるようになる。

　災害対策基本法第４２条に定める市町村地

域防災計画に定めるところにより「災害対策

本部」と大規模地震対策特別措置法第１６条

に定める「地震防災警戒本部」とが同じような

メンバーで構成しており、警戒宣言が発令さ

れたら「地震災害警戒本部」を設置し、地震が

おきたら「災害対策本部」が設置され「地震災

害警戒本部」は廃止されます。災害対策本部

と地震防災警戒本部の名前が代わるだけで

行う事務や構成メンバーについてはほとんど

同じです。台風等災害が起こる恐れのあると

きは、注意報、警報等の発令により「災害対

策本部」を設置して台風が来る前から処理が

終わるまで設置しています。市町村の立場で

は同じ市町村地域防災計画のなかで「災害対

策本部」の設置を定め、またその中で地震強

化計画を定め同じように「地震災害警戒本

部」の設置を定めています。二つの法律で定

めることとなっている本部が市民に分かりにく

く運営し難い状況になっています。台風の警

報が出ているときに警戒宣言が出されると、

両方とも設置しなければならなくなり当市では

運営不可能です。そのため、警戒宣言を発令

された時点で「市町村地震災害警戒本部」の

代わりに、「災害対策本部」を設置することに

より「市町村地震災害警戒本部」を設置したこ

ととすることができることとし、大規模地震対

策特別措置法の「地震災害警戒本部」を災害

対策基本法第２３条第１項に規定する「災害

対策本部」に読み替えることができる措置を

要望します。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 4/8
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z2000002 内閣府
地震防災応急計画に代わる地震防災

規程の提出先一元化について

大規模地震対策

特別措置法第８条

第２項

東南海・南海地震

に係る地震防災対

策の推進に関する

特別措置法第８条

第２項

大規模地震対策特別措置法第８条

第１項に規定する「地震防災規程」

及び東南海・南海地震に係る地震

防災対策の推進に関する特別措置

法第第８条第１項に規定する「東南

海・南海地震防災規程」の作成・変

更においては、同条第２項の規定

により都道府県知事への届出は不

要とし、市町村長への写しの送付

のみで足りるとしている。

e I

　大規模地震対策特別措置法に規

定する地震防災応急計画につい

て、消防法に規定する消防計画又

は予防規程において地震防災応急

計画に相当する事項を定めた場合

（「地震防災規程」という。）は、第８

条第２項により都道府県知事への

届出を不要としている。

　なお、地震防災規程の内容につ

いて、消防責任者だけでなく災害対

策の第一義的な責任者である市町

村長が把握しておくことが必要であ

ることから、市町村長に写しを送付

することとしている。

　東南海・南海地震に係る地震防

災対策の推進に関する特別措置法

に規定する東南海・南海地震防災

規程についても、同様である。

ー

z2000006
全省庁（人事院と

金融庁を除く）
補助金適正化法の運用の一元化

補助金等に係る予

算の執行の適正

化に関する法律

第２２条

補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律第２２条でいう「政

令で定める場合」は、同法施行令

第１４条第１項各号に定められてい

るところであり、第２号に定める処

分制限期間は「各省各庁の長が定

める」ものとされている（制度上定

めることを要するものではない）。

ｄ

内閣府本府においては、財務省令

における処分制限期間の定め等を

勘案して適正な運用に努めている

ところであり、現行制度下で対応可

能である。

各府省庁において、処分制限期間

が統一されていないことが問題で

あり、各府省庁が統一して同じ基準

となるように調整されたい。

ｄ

内閣府本府においては、財務省令

における処分制限期間の定め等を

勘案して適正な運用に努めている

ところであり、現行制度下で対応可

能である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 5/8
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z2000002 内閣府
地震防災応急計画に代わる地震防

災規程の提出先一元化について
5012 5E+07 11 高浜市 3

地震防災応急計画に代わる地震防災規

程の提出先一元化について

　大規模地震対策特別措置法で地震防

災対策強化地域に、東南海・南海地震

に係る地震防災対策の推進に関する特

別措置法で東南海・南海地震防災対策

推進地域に指定された地域内の法で定

める施設又は事業所はそれぞれの法律

により「地震防災応急計画」「対策計画」

の作成義務があります。これらの計画

は、みなし規定により消防法に定める消

防計画又は予防規定の中にそれぞれ

「地震防災規程」「東南海・南海地震防

災規程」を定めることにより作成したもの

としてみなされます。この場合上記規程

部分を修正したときは修正した規定の

部分の写しを都道府県知事に届け出

て、市町村長に写しを送付し、消防長又

は消防署長へ消防計画の全体を提出す

る必要があり、その他部分の消防計画

の修正をした場合は消防長または消防

署長へ提出します。そこで、消防計画本

来の提出先の消防長又は消防署長へ

提出することにそれぞれの計画を提出し

たものとする措置を提案します。

　現在のように複数の提出先があると、

計画の策定、変更に困難を極め策定率

がなかなか上がらない状態ですが、提

出先を１箇所にすることにより計画作成

に効果があり、提出率が上がり地震に

対する防災意識の向上につながる。

大規模地震対策特別措置法第３条で地震防

災対策強化地域（以下「強化地域」）に、東南

海・南海地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法第３条で東南海・南海地震

防災対策推進地域（以下「推進地域」）に指定

された地域内の法で定める施設又は事業所

はそれぞれの法律により「地震防災応急計

画」「対策計画」の作成義務があります。これ

らの計画は、みなし規定により消防法第８条

に定める消防計画又は第１４条の２に定める

予防規定の中にそれぞれ強化地域は「地震

防災規程」、推進地域は「東南海・南海地震防

災規程」を定めることにより作成したものとし

てみなされます。予防規程の場合は、市町村

長等の認可を受ける必要があります。変更

をした場合も同様で市町村長の認可が必要

で、危険物の製造所等の規程なので消防本

部等に提出しています。消防計画の場合上記

規程部分を修正したときは修正した規定の部

分の写しを都道府県知事に届け出て、市町

村長に写しを送付し、消防長又は消防署長へ

消防計画の全体を提出する必要があり、そ

の他部分の消防計画の修正をした場合は消

防長または消防署長へ提出します。修正する

部分が違うことにより提出先や提出部数が変

わり混乱を招いています。そこで、消防計画、

予防規程本来の提出先のみの消防長又は消

防署長、また市町村長へ提出することにより

それぞれの計画を提出したものとする措置を

提案します。

z2000006

全省庁（人事院

と金融庁を除

く）

補助金適正化法の運用の一元化 5094 5.1E+07 11 和歌山県 5 補助金適正化法の運用の一元化

補助金適正化法に基づく処分制限期間

については、各府省庁が別途政令で制

定するのではなく、財務省令にて、処分

制限期間の統一（一本化）を図り、既存

の政令は各府省庁において廃止された

い。

　

・補助金適正化法第２２条に基づく財産

処分制限期間は、各府省庁の政令によ

り別途定めるとされており、現状では、

各府省庁の政令を定める時期によりば

らつきが見られ、さらに改正後の但し書

きには、財務省令に連動した処分制限

期間ではなく、改正後に取得した財産に

のみ適用が受けるように政令で告示さ

れている。国の補助金を活用し、整備し

たもの（例　鉄筋コンクリート）や購入し

たもの（パソコン・サーバ）が同じである

にもかかわらず、補助金の種類によって

異なる処分制限期間となっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 6/8
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措置の概要（対応策）

z2000005 内閣府
PFI事業における民間収益施設の流動

化

民間資金等の活

用による公共施設

等の整備等の促

進に関する法律

（抜粋）

第11条の２

選定事業者によって建設される一

棟の建物が「ＰＦＩ事業として整備さ

れる公共施設部分」と「それ以外の

民間収益部分」から構成される場

合、後者については、私権の設定

が一般的に禁止されている行政財

産である土地について、選定事業

者に対して、その貸付けを認めてい

る。

ｂ Ⅰ

平成16年6月3日の民間資金等活

用事業推進委員会報告において、

「ＰＦＩ事業用施設に附帯する民間収

益施設について、公共施設等の管

理者等が適切と認める第三者への

譲渡を可能とするよう、ＰＦＩ法の改

正に向けて積極的に検討を行うべ

きである」旨、提言されたところ。

内閣府及び財務省、総務省をはじ

めとした国公有財産制度を所管す

る関係省庁は、この提言の趣旨を

尊重し、民間収益施設の第三者へ

の譲渡について、積極的に検討中

である。

・回答では、本年6月の民間資金等

活用推進委員会に提言されてお

り、民間収益施設の第三者への譲

渡について積極的に検討中とある

が、

　要望内容は、早期実現を求めるも

のであり、PFI法の改正の具体的な

検討内容、実施予定時期（その時

期となる理由も含め）について具体

的に示されたい。

ｂ Ⅰ

平成16年6月3日の民間資金等活

用事業推進委員会報告において、

「ＰＦＩ事業用施設に附帯する民間収

益施設について、公共施設等の管

理者等が適切と認める第三者への

譲渡を可能とするよう、ＰＦＩ法の改

正に向けて積極的に検討を行うべ

きである」旨、提言されたところ。

内閣府及び財務省、総務省をはじ

めとした国公有財産制度を所管す

る関係省庁は、この提言の趣旨を

尊重し、民間収益施設の第三者へ

の譲渡の実現に向け、積極的に検

討中である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 7/8



管理コード
制度の

所管官庁
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要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）
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具体的事業の
実施内容
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その他

（特記事項）

z2000005 内閣府
PFI事業における民間収益施設の

流動化
5078 5.1E+07 11 (社)日本経済団体連合会 19

PFI事業における民間収益施設の流動

化

　選定事業者のみならず選定事業者か

ら建物の譲渡を受けた第三者にも土地

の貸付けを認めるべく､PFI法11条の２を

改正すべきである。

　PFIの選定事業者以外の第三者への

行政財産たる土地の貸付を認めること

で、選定事業者がPFIに付帯する民間収

益施設を第三者に転売して資金を回収

することが可能となる｡なお、民間収益

施設の第三者への転売に際しての条件

等を予め実施方針に明記した上で民間

事業者を公募し、PFI契約においてその

遵守について取決めれば、素性の知れ

ない第三者への転売は防止できると考

えられ､PFI法で規制する必要性は少な

いと考える｡本件については､政府PFI推

進委員会も中間報告書「PFIのさらなる

展開に向けて」においてとりあげており､

PFI法の改正という形で対処されるよう

要望する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 8/8


